
                              

令和元年松前町規則第６号  

 松前町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように公布する。  

  令和元年７月11日  

 

松前町長 岡 本  靖  

 

   松前町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 松前町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則（平成14年松前町規則第７号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

（負担金の徴収猶予）  

第11条 省略  

２・３ 省略 

４ 町長は、前項の申出があったとき、又は負担金の徴収猶予の理

由が消滅したと認めたときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予

理由消滅通知書（様式第６号）により申請者に通知するものとす

る。 

（負担金の減免）  

第12条 省略  

２・３ 省略 

４ 町長は、前項の申出 があったとき、又は減免の理由が消滅し

たと認めたときは、下水道事業受益者負担金減免理由消滅通知書

（様式第８号）により申請者に通知するものとする。 

（受益者の変更） 

第14条 省略 

２ 町長は、受益者の変更があったときは、当該変更により納付義

（負担金の徴収猶予）  

第11条 省略  

２・３ 省略 

４ 町長は、前項の申出があったとき、又は負担金の徴収猶予の理

由が消滅したと認めたときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予 

消滅通知書  （様式第６号）により申請者に通知するものとす

る。 

（負担金の減免）  

第12条 省略  

２・３ 省略 

４ 町長は、前項の申し出があったとき、又は減免の理由が消滅し

たと認めたときは、下水道事業受益者負担金減免消滅通知書消し

（様式第８号）により申請者に通知するものとする。 

（受益者の変更） 

第14条 省略 

２ 町長は、受益者の変更があったときは、当該変更により納付義



                              

務が発生し、又は消滅した負担金の部分を下水道事業受益者負担

金納付額変更通知書（様式第11号）により当事者に通知するもの

とする。 

（住所等の変更） 

第15条 受益者（納付管理人を定めた場合は、納付管理人）は、住

所、居所、事業所又は事務所を変更したときは、遅滞なく、下水

道事業受益者（納付管理人）住所等変更届（様式第12号）を町長

に提出しなければならない。 

 

様式第１号（第３条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

務が発生し、又は消滅した負担金の部分を下水道事業受益者負担

金納付変更通知書 （様式第11号）により当事者に通知するもの

とする。 

（住所等の変更） 

第15条 受益者（納付管理人を定めた場合は、納付管理人）は、住

所、居所、事業所又は事務所を変更したときは、遅滞なく、下水

道事業受益者住所等変更届       （様式第12号）を町長

に提出しなければならない。 

 

様式第１号（第３条関係）  

  

 

 

 

 

 

 



                              

様式第２号（第５条関係）  

             （表）  

  

（裏） 

  この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った

日の翌日から起算して３月以内に、松前町長に対して審査請求を

することができます（なお、決定があったことを知った日の翌日

から起算して３月以内であっても、この決定の日の翌日から起算

して１年を経過すると審査請求をすることができなくなりま

す。）。  

  この決定の取消しの訴えは、この決定があったことを知った日

の翌日から起算して６月以内に、松前町を被告として（訴訟にお

いて松前町を代表する者は、松前町長となります。）提起するこ

とができます（なお、決定の日から１年を経過すると決定の取消

しの訴えを提起することができなくなります。）。  

  ただし、審査請求をした場合には、この決定の取消しの訴えは、

その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起

算して６月以内に提起しなければなりません。  

様式第２号（第５条関係）  

 

  

 

  

 

 

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 



                              

様式第４号（第９条関係）  

             （表）  

  

 

（裏） 

  この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った

日の翌日から起算して３月以内に、松前町長に対して審査請求を

することができます（なお、決定があったことを知った日の翌日

から起算して３月以内であっても、この決定の日の翌日から起算

して１年を経過すると審査請求をすることができなくなりま

す。）。  

  この決定の取消しの訴えは、この決定があったことを知った日

の翌日から起算して６月以内に、松前町を被告として（訴訟にお

いて松前町を代表する者は、松前町長となります。）提起するこ

とができます（なお、決定の日から１年を経過すると決定の取消

しの訴えを提起することができなくなります。）。  

  ただし、審査請求をした場合には、この決定の取消しの訴えは、

様式第４号（第９条関係）  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起

算して６月以内に提起しなければなりません。  

 

様式第５号（第11条関係）  

  

 

 

 

様式第５号（第11条関係）  

  



                              

様式第６号（第11条関係）  

             （表）  

  

  

（裏） 

  この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った

日の翌日から起算して３月以内に、松前町長に対して審査請求を

することができます（なお、決定があったことを知った日の翌日

から起算して３月以内であっても、この決定の日の翌日から起算

して１年を経過すると審査請求をすることができなくなりま

す。）。  

  この決定の取消しの訴えは、この決定があったことを知った日

の翌日から起算して６月以内に、松前町を被告として（訴訟にお

いて松前町を代表する者は、松前町長となります。）提起するこ

とができます（なお、決定の日から１年を経過すると決定の取消

しの訴えを提起することができなくなります。）。  

  ただし、審査請求をした場合には、この決定の取消しの訴えは、

その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起

様式第６号（第11条関係）  

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

算して６月以内に提起しなければなりません。  

 

様式第７号（第12条関係）  

  

 

 

 

様式第７号（第12条関係）  

  

 



                              

様式第８号（第12条関係）  

             （表）  

  

（裏） 

  この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った

日の翌日から起算して３月以内に、松前町長に対して審査請求を

することができます（なお、決定があったことを知った日の翌日

から起算して３月以内であっても、この決定の日の翌日から起算

して１年を経過すると審査請求をすることができなくなりま

す。）。  

  この決定の取消しの訴えは、この決定があったことを知った日

の翌日から起算して６月以内に、松前町を被告として（訴訟にお

いて松前町を代表する者は、松前町長となります。）提起するこ

とができます（なお、決定の日から１年を経過すると決定の取消

しの訴えを提起することができなくなります。）。  

  ただし、審査請求をした場合には、この決定の取消しの訴えは、

その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起

算して６月以内に提起しなければなりません。  

様式第８号（第12条関係）  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

様式第９号（第13条関係）  

  

 

様式第10号（第14条関係）  

  

様式第９号（第13条関係）  

  

 

様式第10号（第14条関係）  

  



                              

様式第11号（第14条関係）  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第11号（第14条関係）  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

様式第12号（第15条関係）  

  

 

様式第12号（第15条関係）  

  

  

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。  


